
●本人または同一世帯の方の住民票の写
し、印鑑登録証明書、課税証明書の請求は
電話でも受け付けます。16時30分までに
申し込むと、17時15分から21時まで市役
所東側の夜間休日受付窓口で受け取りが
できます。休日に交付を希望する場合は、
直前の開庁日の16時30分までに電話で申
し込み、休日の8時45分から21時までに受
け取ってください（受け取りには本人確認
書類が必要です）
※印鑑登録証明書は申込時に登録番号を確認しま
す。受け取りの際は印鑑登録証（カード）を持参し
てください
●駅前・住吉・豊川証明取扱所およびのぞ
み・沼ノ端出張所では、土・日曜日も業務を
行っています（一部発行のできない証明も
ありますのでご注意ください）

●利用者証明用電子証明書が搭載された
マイナンバーカードやスマホ用電子証明
書が搭載されたスマホで、全国のコンビニ
などで住民票の写し、印鑑登録証明書、戸
籍謄本・抄本、戸籍の附票、課税証明書を取
得できます
●コンビニ交付を利用することで、市役所
などの窓口よりも50円安く取得すること
が可能ですので、マイナンバーカードをお
持ちの方はぜひご利用ください。（戸籍謄
本・抄本を除く）
利用時間 6時30分～23時（メンテナンス
日を除く）
※スマホ用電子証明書を搭載するに
はマイナポータルで各自手続きが必
要です

　　　証明発行担当　2（32）6294
●請求の際に窓口に来た方の本人確認を行いますの
で、マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ち
ください。お持ちでない場合は口頭で本人確認を行い
ます
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■本人が窓口に来られる場合

●1種類でよい本人確認書類＝マイナンバーカード、
運転免許証、パスポート、顔写真のある官公署発行の
各種免許証・許可証
●2種類必要な本人確認書類＝健康保険証、公的年金
手帳、公的年金証書、生活保護手帳、市内路線バス高齢
者優待乗車証、生年月日が記載され顔写真（写真に割印
等の偽造防止措置が必要）がある学生証・社員証など

●申請後に本人確認のため送付する回答書を窓口に
提出します。登録には日数がかかります
●本市で印鑑登録をしている方を保証人として登録
できます。保証人の署名と登録印の押印が必要です
■本人が窓口に来られない場合
　代理人が、代理人選任届（本人が窓口に来られない
理由を明記するなど、登録する本人が記載したもの）、
登録する印鑑、代理人の本人確認書類を持参し申請し
ます。申請後、本人宛てに印鑑登録の意思確認のため
送付する文書（必要事項を登録する本人が記載したも
の）と登録する印鑑、代理人の本人確認書類を窓口に
提出してください。登録には日数がかかります。
※代理人選任届は窓口サービス課、各出張所（勇払・の
ぞみ・沼ノ端）、駅前・住吉・豊川証明取扱
所にあります。また、市HPでのダウン
ロードも可能です

   　　　　15歳以上の方
　　　 窓口サービス課、各出張所（勇払・のぞみ・沼
ノ端）
　　　　  300円
　　 住民記録担当　2（32）6297

本人確認書類を持参できる方

本人確認書類を持参できない方
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登録手数料

登録窓口

登録できる方

詳しくはこちら（デジタル庁HP）　　
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